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令和２年第４回農業委員会総会議事録 

 

１ 日  時  令和２年４月１０日(金) 午後１時３０分から午後４時３０分 

 

２ 場  所  菊池市役所３階 ３０５号会議室 

 

３ 出席委員  1 番/工藤清子 3 番/歌丸研一 4 番/工藤真理子 5 番/楳田 實 6 番 

/緒方哲郎 7 番/永田正一郎 8 番/坂田貞志 9 番/右田博昭 10 番/右 

田正臣 11 番/髙山悦子 12 番/松永孝志 13 番/緒方啓一 14 番/丸山 

利明 16 番/水上義夫 17 番/川口毅憲 18 番/守塚伸二 19 番/髙木洋 

一 

４ 欠席委員  2 番/永田孝子 15 番/荒木孝子 

 

５ 事 務 局  （本  庁）泉 大助、高山賢一、望月睦美、怒留湯隆、近藤孝雄 

               坂本高秀、城栄太朗 

（七城分室）島田恭子 

（泗水分室）角田公秀 

 

６ 議  題  議案第１号 新規就農について 

        議案第２号 農地所有適格法人設立届出について 

        議案第３号 あっせん登録申出について 

        議案第４号 農地法第３条許可申請について 

        議案第５号 農地法第４条許可申請について 

        議案第６号 農地法第５条許可申請について 

        議案第７号 農用地利用集積計画（案）について 

        議案第８号 あっせん申出について 

        議案第９号 非農地通知について 

        議案第10号 非農地証明願について 

        報   告 合意解約について 

        そ の 他 
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《 開 会 》 

事務局長）定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。皆様、ご起 

立ください。こんにちは。ご着席ください。本日は、議席番号２番／永田孝子委員 

と議席番号１５番／荒木孝子委員から欠席の届出があっております。本日の会議に 

つきましては、１９名中１７名の委員さんにご出席いただいており、『菊池市農業 

委員会会議規則第９条』に定めのある過半数を超えておりますので、本会議は成立 

しております。それでは、ただ今より、『令和２年第４回菊池市農業委員会会議』 

を開会いたします。先ず初めに、丸山会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

《 会長挨拶 》 

 

《 議事録署名委員指名 》 

  会 長）菊池市農業委員会会議規則第１８条に基づきまして、本日の議事録署名者の 

   指名をします。議席番号１３番／緒方啓一委員と議席番号１６番／水上委員を指名 

させていただきます。よろしくお願いします。 

 

《 議案審議 》 

会 長）本日の議題は、第１号から第１０号までの議案１０件及び報告案件１件とな 

っております。先ず、議案第１号を上程いたしますので、事務局より説明をお願い 

いたします。 

 

  事務局長）議案第１号／新規就農について、ご説明させていただきます。議案書の１ 

ページをお開きください。新規就農にあたり、別紙のとおり農業計画書の提出があ 

りましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただくものでございます。 

今回の案件は、１件でございまして、２ページと３ページが『農業計画書』となっ 

ております。２ページをご覧ください。申請者の住所・氏名、申請の理由、過去の 

農業従事状況、取得等予定候補地における事業計画、目標年次における経営面積、 

開けていただいて、３ページの家族、農業用機械の保有状況等、作付・管理計画の 

内容につきましては、記載のとおりでございます。３月３０日に、担当委員でもあ 

ります丸山会長、外村担当推進委員と事務局で面談を行っておりますので、その結 

果を踏まえまして、丸山会長より、ご意見をお願いいたします。 

 

会 長）それでは、私が担当ですので意見を述べたいと思います。１４番の丸山です。 

先程局長が言われましたように３０日の議案検討会の後に、本人と事務局と私と外 

村推進委員とで面談を行っております。申請の理由につきましては、記載のとおり 

卒業後、ＪＡの方に就職されまして営農課というところに配属され、指導あるいは 
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販売、また農家さんとの話し合い、色んなことを学びながら自分で独立したいとい 

うことで、このような計画をなされたということでした。農業従事につきましては、 

ＪＡでの経験と実家が農家ということで、お手伝いをしていたということでした。 

事業計画の販売作付目標の数量あるいは単価等につきましては、出荷をまとめてＪ 

Ａにするということで、このような数字が出ている訳です。それと、経営面積につ 

きましては、５年後あたりを計画してありますが、本日この新規就農を承認してい 

ただきますと、利用権設定の３７ページの７番と３２ページの３番に記載されてお 

りますので、併せてご確認をいただきたいと思います。家族・農業用機械、また、作 

付につきましては、議案書に記載されているとおりでございます。何の問題もない 

と思っておりますので、皆さん方のご審議をよろしくお願いいたします。 

ただ今、新規就農につきまして、事務局と私からの説明が終わりましたが、この 

   件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたらお受けいたします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤でございます。反対ではございませんが、ＪＡにゴボウを 

出されるということでありますので気になったのが、ショウガが畑で、ゴボウが水 

田かなと思いましたが、ゴボウは畑にも植えますがＪＡとしては水田が多いのでは 

ないでしょうか。それともう１件、３ページの作付管理計画の中で丸・四角・三角 

とありますが、普通ゴボウとかはロール式になっている種とかを蒔きますので、定 

植が三角になってますが、普通は播種じゃないかなと。ショウガの方も球根ですが、 

ショウガ種といいますので、定植というのは苗を苗床から移して畑や田に植えるも 

のだと認識します。それと、機械については借りられるということですか。 

 

会 長）ご両親がゴボウ農家ということで、機械はリース式ででも利用したいという 

ことでした。ショウガ作付等の作付管理計画あたりのことは、何か特に聞いており 

ましたか。 

 

事務局）こちらについてはですね、私の方では何も伺っておりません。一応ご本人さ 

んの申請では、このようにされるということで申請があがっておりました。 

 

会 長）そこは私たちも確認がとれておりませんので、本人さんと連絡は取れますか。 

 

  事務局）間違いがないかを確認しましたところ、それで間違いはないということで回 

答をいただきました。記載してあるとおりで、計画は間違いはないということで確 

認いたしました。 

 

会 長）他にはございませんか。 

 

      （ 質問・意見なし ） 
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会 長）意見も無いようですので承認することにご異議がない委員さんは、挙手をお 

願いいたします。 

 

        （ 全員挙手 ） 

 

会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、承認することに決定いたします。 

次に、議案第２号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第２号／農地所有適格法人設立届出について、ご説明させていただき 

ます。４ページをご覧ください。別紙のとおり『農地所有適格法人設立』の届出が 

ありましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただくものでございま 

す。今回の案件は１件でございまして、５ページから７ページが『設立届出書』と 

なっております。『農地所有適格法人』を設立するためには、農地法第２条第３項に 

定められている『法人形態要件』、『事業要件』、『議決権要件』、『役員要件』の４つ 

の要件を満たす必要があります。今回の届出法人につきましては、肉用牛と繁殖牛 

を飼育する農業法人ですが、記載内容から、法人形態要件は株式会社、事業要件は 

農業の売上高が１００％、議決権要件は農業関係者の議決権の割合が１００％、役 

員要件は役員の過半数が農業の常時従事者となっていることから、４つの要件をす 

べて満たしており、かつ、認定農業者でもあることから、特に問題はないものと思 

われます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）ただ今、農地所有適格法人設立届につきまして、事務局からの説明が終わり 

   ましたが、この件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受け 

   いたします。 

 

  高山委員）１１番の高山です。反対ではありませんが、７ページの（１）の農業への 

   年間従事日数で直近実績３６５日の見込みの３６５日というのは、この方お一人で 

   休みなしということですか。 

 

  事務局）一応私の方からも確認しましたところ、現在のところは自分ひとりで、奥さ 

んもいらっしゃるのですが、奥さんは家事に専念されていて農業の方は今のところ 

やっていないということです。あと、ここに出ておりませんが、何日かはヘルパー 

さん等を雇用されているのと、ご両親も肥育牛の方をされておりまして経営がベー 

スということで、ご両親からのお手伝いも忙しい時はあってるというのは聞いてお 

ります。 

 

  高山委員）いろいろな事情は分かりますが、４番の（１）とかいうのも、お一人だと 

しても３６５日と書いても問題はないのでしょうか。牛相手の仕事なので休みがな 

いのは分かるのですが、一人でこれでいいですというのは、法律的に問題がないの 
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か、違和感を感じて質問しました。 

 

  事務局）農業は、サラリーマンと違って日々農作業が違って参ります。８時間を１日 

   とする訳ではなくて、日によっては搾乳しなければいけなかったり、掃除をしなけ 

ればいけないこともありますので、時間じゃなくて、そこで作業をすればそれを１ 

日というようにカウントします。農業では、そういうような取り方です。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

        （ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、承認することにご異議がない委員さんは、挙手を 

お願いいたします。 

 

        （ 挙手多数 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。挙手多数ですので、承認することに決定いたします。 

次に、議案第３号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第３号／あっせん登録申出について、ご説明させていただきます。 

８ページをご覧ください。農地移動適正化あっせん事業に基づく「あっせん譲受 

   等候補者名簿」に登録のため、別紙のとおり申請書の提出がありましたので、ご審 

   議のうえ、委員会の意見を決定していただくものでございます。今回の案件は、個 

   人１件及び法人２件の３件となっております。９ページをお開きください。１件目 

   の『登録申出書』です。申請者の住所、氏名、経営状況、家族・職業並びに収入等、 

   農業収入の内訳、農機具及び家畜の保有状況、あっせん希望地状況につきましては、 

記載のとおりでございます。今回、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借権設定 

のため、あっせん登録を申出されたものです。楳田担当委員より、ご意見をお願い 

いたします。 

 

  楳田委員）５番の楳田です。この申請者は、両親と３人で水稲を中心に、麦・野菜を 

作付されている専業農家です。最近ではエゴマも作られています。認定農業者でも 

あり、問題ないと思います。ご審議をよろしくお願いします。 

 

  事務局長）１０ページをお開きください。２件目の『登録申出書』です。申請者の住 

所、氏名、経営状況、家族・職業並びに収入等、農業収入の内訳、農機具及び家畜の 

保有状況、あっせん希望地状況につきましては、記載のとおりでございます。今回、 

農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転のためあっせん登録を申出されたもの 

です。水上担当委員より、ご意見をお願いいたします。 
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  水上委員）６番の水上です。この方は第２号議案で「農地所有適格法人」の承認を受 

けた方です。何ら問題ないと思いますので、審議の程よろしくお願いします。 

 

事務局長）１１ページをお開きください。３件目の『登録申出書』です。申請者の住 

所、氏名、経営状況、家族・職業並びに収入等、農業収入の内訳、農機具及び家畜の 

保有状況、あっせん希望地状況につきましては、記載のとおりです。今回、農業経 

営基盤強化促進法に基づく所有権移転のため、あっせん登録を申出されたものです。 

右田正臣担当委員より、ご意見をお願いいたします。 

 

  右田正臣委員）１０番の右田です。この方は、〇〇〇〇〇という農業法人をされてい 

て、主にから芋と大根を作っておられます。何ら問題ないと思います。 

 

  会 長）ただ今、「あっせん登録申出」につきまして、事務局と担当委員さんからの説 

   明が終わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

  高山委員）１１番の高山です。１０ページの３番の農業収入の内訳は８５,０００円で 

はなく、８,５００万円ですか。千円単位だからですか。他は千円単位ではなかった 

ので。 

 

  事務局）申し訳ございません。単位が実際は千円単位となっております。９ページは 

多分本人さんが上の単位の千円を見損なわれていて円になったと思います。１０ペ 

ージの方は単位千円というところで、８５,０００千円ということになっていたと思 

います。以上です。 

 

  会 長）これは、用紙は支所単位で違うのでしょうか。それとも、受付場所で違うん 

   でしょうか。そうであれば、今後は用紙を統一するようお願いいたします。 

 

  工藤清子委員）４番の工藤です。１１ページの２番の方の作業従事日数は、ないので 

   しょうか。 

 

  事務局）泗水分室の角田です。こちらについては、申出書の方が提出されまして、本 

書の方に出した後に確認をしております。ここでお示ししたいと思いますので、ご 

記入の方をよろしくお願いいたします。代表取締役が２７０日、取締役が１５０日 

となっております。以上です。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 
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会 長）意見も無いようですので承認することにご異議がない委員さんは、挙手をお 

願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、承認することに決定いたします。 

次に、議案第４号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第４号／農地法第３条許可申請について、ご説明させていただきます。 

１２ページをご覧ください。農地法第３条第１項の規定により、耕作を目的とする 

所有権の移転等に関しまして、別紙のとおり申請書の提出がありましたので、ご審 

議のうえ、許可相当のものにつきましては『許可指令書』を交付するものでござい 

ます。今回の案件は、所有権移転６件、賃貸借権設定３件、使用貸借権設定４件と 

なっております。詳細につきましては、担当より説明いたしますので、ご審議の程 

よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）それでは、所有権移転の１番について、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）説明に入ります前に、今月のすべての案件は農地法第３条第２項の各号に該 

当しませんので、許可要件を満たすものと考えます。1番です。譲渡人、譲受人、土 

地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、申請理由につきましては、議案書記 

載のとおりです。 

 

会 長）１番につきましては、私の担当ですので意見を述べたいと思います。１４番 

の丸山です。譲渡人さんはご覧の通り、熊本市内の方に長年住んでおられまして、 

譲受人さんは熊本地震の被災をされたということで、今の住所に移ってきておられ 

ます。そのような中で、ご自宅の横に譲渡人さんの土地がありまして、家庭菜園あ 

たりを作りたいということと、耕作放棄地をなくしたいということでの案件ですの 

で、何ら問題はないと思っております。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

    次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

会 長）２番につきましても、私の担当ですので意見を述べたいと思います。１４番 

の丸山です。譲渡人さん・譲受人さんは、ご親戚同士です。譲渡人さんは、菊池市内 

に永く住んでおられて、譲受人さんのお父さんが今までずっと管理してきておられ 

ました。そのようなことで、今回は双方合意のもとでの案件となっておりますので、 

何ら問題はないと思っております。皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 
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    次に、３番をお願いいたします。 

 

事務局）３番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

 緒方啓一委員）１３番の緒方です。譲受人は、５年ほど前長崎から新規就農者として、 

  この小木地区に来られた方です。１年１年、少しずつ農地を増やしておられます。 

この度は、土地の持ち主が亡くなられたため、公売となった物件を買われたもので 

す。２９筆の農地の中には田あり畑あり段々の土地ではありますが、畑には竹がだ 

いぶ入り込んで農地にするにはだいぶ手間がかかると思いました。夫婦で頑張って 

おられますので、何年かかけて綺麗にしたいということで張り切っておられます。 

問題はないと思いますが、ご審議お願いいたします。 

 

 会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

 事務局）４番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

永田正一郎委員）７番の永田です。譲渡人と譲受人は祖母と孫の関係です。普通はお 

父さんの方に贈与するんですが、孫の方が新規農業者ということで栽培をされてい 

ます。アスパラガスを栽培されているということで、祖母の方から全筆１２筆を贈 

与ということで何ら問題ないと思われます。下の方の出田の南車地と、開けまして

同じ３筆ありますが、こちらが現在花房台の上の方の構造改善地にありまして、ま 

だ換地がはっきりしておりませんが、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願 

いいたします。 

 

  会 長）次に、５番をお願いいたします。 

 

  事務局）５番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

楳田委員）５番の楳田です。この農地は、譲受人さんの実家の土地です。現在は、譲 

 受人さんが耕作されています。譲渡人さんとの相互合意による売買です。何も問題 
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ないと思います。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、６番をお願いいたします。 

 

  事務局）６番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）６番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  水上委員）１６番の水上です。譲受人は先月、公売適任者の署名をいただいた方で、 

菊と和牛の繁殖と水稲を作付けされております。何ら問題ないと思います。よろし 

くお願いします。 

 

  会 長）次に、賃貸借権設定の１番をお願いいたします。 

 

  事務局）賃貸借権設定の 1番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況 

地目、登記面積、申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

緒方啓一委員）１３番の緒方です。相互合意による賃貸借ということで、問題はない 

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。相互合意による賃貸借であり、何ら問題ないと思います。 

皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

事務局）３番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 
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  川口委員）１７番の川口です。貸付人の要望による賃貸借となっており、問題ないと 

思いますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、使用貸借権設定の１番をお願いいたします。 

 

  事務局）使用貸借権設定の 1番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、 

現況地目、登記面積、申請理由につきましては議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方啓一委員）１３番の緒方です。貸付人は、７年程前ご主人が亡くなられて、この 

土地は永く作付けがなかった土地であります。借受人は、先程も出てきましたけど 

も、運送業をしている同じ地区の方です。田んぼにはできないということで、栗を 

植えて栽培をするそうです。問題はないと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方啓一委員）１３番の緒方です。貸付人は高齢でもあり、この話がまとまったと聞 

いております。借受人は、〇〇〇〇〇です。農地は、何を栽培されるかは聞いてお 

りませんが、障害者のための農園になると思います。ご審議の程よろしくお願いい 

たします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

  事務局）３番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。貸付人さんと借受人さんは親子であり、農業者年金受給 

のための使用貸借権の再設定です。借受人さんは、主に水稲や野菜を作付けされて 

おります。何ら問題ないと思います。皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 
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  会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

  事務局）４番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  工藤真理子委員）４番の工藤です。貸付人・借受人さんは親子関係です。農業者年金 

受給のための使用貸借権設定です。合志市の方ですので、電話でお話を聞きました。 

認定農家さんであり、家族３人で黒毛和牛の繁殖をされているそうです。何も問題 

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）農地法第３条の許可申請について、事務局と各担当委員さんからの説明が終 

わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

  高山委員）１１番の高山です。中身ではないのですが、２１ページの３番の方は貸付 

   人の要望と書いてありますが、それ以外は相互合意による貸借と書いてあって、こ 

れは何か違いがあるのでしょうか。どっちから要望してお互い話し合って、結局相 

互合意による貸借になるんだと思うんですけど、何かこう書き方を変えてあるとい 

うのは、どこかに違いがあるからかどうかを知りたいんですけども。 

 

  事務局）３条につきましては、相互合意による貸借ということになるのですが、貸付 

人さんの方から借りてくれとの要望で契約をされた場合には、このように記載させ 

ていただいております。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、許可することにご異議がない委員さんは、挙手を 

お願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可することに決定いたします。 

次に、議案第５号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第５号／農地法第４条許可申請について、ご説明させていただきます。 

２５ページをお開きください。農地法第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり 
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申請書の提出がありましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただく 

ものでございます。今回の案件は、２件となっております。詳細につきましては、 

担当より説明いたしますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）それでは、１番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）４条の１番です。２６ページをご覧ください。番号の１番です。申請人、土 

   地の所在地、地目、面積、転用目的、概要については、記載のとおりです。スクリ 

   ーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所旭志支 

   所から東南に２.４㎞、国道３２５号線から直線で東に約２㎞の土地です。農地区分 

   につきましては、農振農用地区域の農業用施設用地として用途区分変更されている 

   農地になります。農地面積以外の土地は、既に転用許可を受けられており、堆肥舎 

となっております。今回の申請は、既存の堆肥舎では不足するとのことで、申請が 

行われております。位置図につきましては、スクリーンをご覧ください。 

 

  会 長）1番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。４月７日に丸山会長・事務局・申請人・青木推進委員 

   と私で現地調査をいたしました。位置は先程述べられたように、３２５号線の道の 

駅の交差点から東の方に約３.２㎞進みまして、畑地帯の中にある農地であります。 

申請者は酪農家であり、今後の増頭計画や繁殖への対応に、現在隣接する堆肥舎で 

は手狭になるため、堆肥調整保管施設として建設を計画されました。排水計画は、 

給水はありません。雨水排水は、浸透桝を設置して地下浸透させるそうです。隣接 

農地の所有者からの承諾書もとってあります。問題ないと思われます。皆様のご審 

議をお願いいたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。申請人、土地の所在地、地目、面積、転用目的、概要については、 

記載のとおりです。スクリーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で 

着色した菊池市役所泗水支所から北北西に約１.２㎞、国道３８７号線から直線で西 

に約４００ｍの土地です。農地区分につきましては、２以上の埋設管・上下水道の 

ある道路の沿道区域で、概ね５００m以内に吉富保育園ともとだ歯科がある第３種 

農地になります。公衆用道路の隅切り部分で、既に転用されていることから、始末 

書の方が添付されております。位置図につきましては、スクリーンをご覧ください。 

以上です。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 
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  川口委員）１７番の川口です。４月７日の日に現地を見て参りました。今回申請され 

   た土地は、平成２２年に住宅を建設するために分筆して残された土地ということに 

なります。０.５㎡の残地部分は、公衆用道路として既に無償提供されている土地で、 

当時分筆はしてあったものの、転用申請をされていなかったということで、今回の 

申請となったようです。現地は既に舗装されていますが、先程事務局の説明にもあ 

りましたように隅切りの部分ですので、車の出入りには角を切ってあることで非常 

に助かっている部分は多いと思いますし、安全性の上でも必要なことだという風に 

考えております。見てのとおりわずかな土地ですが、排水の同意も一応区から取っ 

てありますし、あとの諸々の条件に関する影響もとてもあるとは思えませんが、一 

応県からの同意は口頭でありますが取ってあるという風に伺っております。以上の 

ことから問題はないものと思います。よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）農地法第４条の許可申請について、事務局と各担当委員さんからの説明が終 

   わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

        （ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、許可相当と意見決定することにご異議がない委員 

   さんは、挙手をお願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可相当と決定いたします。 

次に、議案第６号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第６号／農地法第５条許可申請について、ご説明させていただきます。 

２７ページをお開きください。農地法第５条第１項の規定に基づき、別紙のとおり 

申請書の提出がありましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただく 

ものでございます。今回の案件は、所有権移転５件及び賃貸借権設定２件となって 

おります。詳細につきましては、担当より説明いたしますので、ご審議の程、よろ 

しくお願いいたします。 

 

  会 長）それでは、所有権移転の１番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）所有権移転の１番です。２８ページをご覧ください。譲渡人、譲受人、土地 

   の所在地、登記地目、現況地目、登記面積につきましては、議案書記載のとおりで 

す。転用者は個人で、畑一筆３８８㎡の所有権を取得し、個人住宅に転用する案件 

です。スクリーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池 

市役所から西南西に約２.２㎞、県道植木インター菊池線から北に６０ｍの土地で 
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す。農地区分は、概ね１０ha 未満の宅地化が見込まれる区域内にある農地であるこ 

とから、第２種農地に該当します。以上です。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方哲郎委員）６番の緒方です。４月７日の日に現地確認を行いました。申請地は、 

   主要地方道の植木インター菊池線、コメリ等がありますが、山鹿方面に少し行くと 

   信号があります。左側に行くと菊之池小学校に行くところですが、それを少し行く 

   と散髪屋さん等右側にいろいろ建物が並んでおりますが、その裏手の方北側にある 

   土地です。申請地は、北側が道路、あと三方は畑に囲まれている土地でございまし 

て、申請人の方は生活環境の良い土地であるということ、また将来の生活設計を考 

慮して家を建てるということでございました。施設の概要については、議案書のと 

おりです。給排水計画は、給水・生活雑排水・汚水それぞれ市の上下水道に接続す 

るということ、雨水に関しましては、浸透桝を１か所設置し地下浸透させるという 

ことでございました。造成中・完成後、被害防除対策については、しっかり対応す 

るし、万が一被害が生じた場合は、責任を持って処理するということでございまし 

た。以上のようなことから、転用やむなしと考えます。ご審議方、よろしくお願い 

いたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積 

   につきましては、議案書記載のとおりです。転用者は個人で、畑一筆３９３㎡の所 

有権を取得し、個人住宅に転用する案件です。スクリーンをご覧ください。申請地 

は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所旭志支所から南西に約２.５㎞、国道 

３２５号線から直線で東に約３００mの土地です。農地区分は、概ね１０ha 未満の 

宅地化が見込まれる区域内にある農地であることから、第２種農地に該当します。 

以上です。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。４月７日に現地調査を行いました。申請地は３２５号 

線の道の駅の交差点を左折しまして、市営住宅あさひが丘住宅方向に約３００m進 

んだ農地です。申請人さんは大津の方にお勤めです。近くの市営住宅に居住してお 

りますが、現在の住宅では子供も２人おり手狭になり、今回新たにマイホームの建 

設を考えられました。申請地は、近くに保育園・道の駅旭志などもあり、生活環境 

のいい土地で、実家にも近いことから選定されました。計画概要は、議案書のとお 

りでございます。給排水計画は、給水は市の水道を利用され、生活雑排水は合併浄 

化を総設置し、処理水は側溝に排水し、雨水は浸透桝を設置し、地下浸透されます。 
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資金計画も何ら問題ないと思いますので、皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

  事務局）３番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積 

   につきましては、議案書記載のとおりです。転用者は個人で、畑一筆３３２㎡の所 

有権を取得し、個人住宅に転用する案件です。スクリーンをご覧ください。申請地 

は先程の２番の案件の農地の隣になります。農地区分は、概ね１０ha 未満の宅地化 

が見込まれる区域内にある農地であることから、第２種農地に該当します。以上で 

す。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。申請地は先程の２番の隣接地になります。２番の方と 

双子になります。現地調査は４月７日に行いました。申請人さんは、〇〇〇〇〇に 

お勤めでございまして、やはりアパートに居住しておりまして手狭になり、新築の 

建設を考えられました。申請地は、やはり保育園・道の駅など生活環境のいい土地 

で、実家にも近いことから選定されました。計画概要は、議案書のとおりでござい 

ます。給排水雑排水道の方は、合併浄化槽を設置し、地下浸透されます。内容とし 

ましては、先程の２番の方と全く条件が一緒で、何も問題ないと思います。皆様の 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

  事務局）４番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積 

   につきましては、議案書記載のとおりです。転用者は個人で、畑一筆３２４㎡の所 

有権を取得し、個人住宅に転用する案件です。スクリーンをご覧ください。申請地 

は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所泗水支所から北東に約２㎞、国道 

３８７号線から直線で東に約３００mの土地です。農地区分は、概ね１０ha 未満の 

宅地化が見込まれる区域内にある農地であることから、第２種農地に該当します。 

以上です。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田博昭委員）９番の右田です。申請地は国道３８７号線沿い、城北自動車学校から 

南東へ２００m、憩いの森公園の周回道路沿いの東側に位置します。今回の申請地は、 

昨年９月の委員会で個人住宅建築での転用が許可され、また３月の委員会で先の譲 

受人が住宅建築をできない事情が生じたため返納願いが出され承認されたもので、 

今回、譲受人変更での再申請となります。今回の譲受人さんは、近くで両親と同居 



 

  - 16 -   

 

され、妻と子供３人の家族で、子供の成長に伴い手狭になり将来の生活設計を考え 

て新築されるものです。計画概要は、事務局案内のとおりです。昨年転用許可が出 

ている場所での木造２階建ての個人住宅の建築となります。資金計画は、金融機関 

からの全額融資ということで、問題はないと考えます。皆さんのご審議、よろしく 

お願いいたします。 

 

  会 長）次に、５番をお願いいたします。 

 

  事務局）５番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積 

   につきましては、議案書記載のとおりです。転用者は、一般貨物自動車運送事業を 

行う法人で、畑一筆４,０７２㎡の所有権を取得し、駐車場に転用する案件です。ス 

クリーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所泗 

水支所から北に約１.８㎞、国道３８７号線から西に約４００mの土地です。農地区 

分は、２以上の埋設管・上下水道のある道路の沿道区域で、概ね５００ｍ以内に入 

佐内科医院と田中医院がある農地であることから、第３種農地に該当します。以上 

です。 

 

  会 長）５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田博昭委員）９番の右田です。申請地は、国道３８７号線沿い、城北自動車学校か 

   ら南西約５００mの位置にある第３種農地になります。譲受人さんは一般貨物自動 

車運送業を営んでおられます。今回の申請地は、昨年１２月新規事業拡張のための 

駐車場への転用許可が出た農地の西側隣接地になります。今回は、１月完成の新規 

工場の４月の一部稼働から８月の本格稼働に伴い、さらに従業員・出向社員合わせ 

て５０名増員分の通勤用車両のスペースと納入業者・搬出業者の大型車両１３台分 

の待機スペースが別途必要であり、遅れていた申請地の相続登記が終了し、取得で 

きることになり、今回の申請となりました。事業計画概要は、事務局案内のとおり 

です。給水は必要ありません。生活雑排水は発生しません。雨水排水処理は砂利を 

敷き、自然浸透とします。また、雨水浸透桝を数か所設置し、できる限り計画地内 

にて処理に努めますが、オーバーフロー分については既存水路に放流します。同意 

書も取ってあります。造成中の被害防除対策としては、計画地内の土砂流出など起 

きないよう対策を図り、周辺に迷惑がかからないよう十分配慮します。万が一被害 

が生じた場合、速やかに対応し、責任をもって解決します。完成後も周辺地に迷惑 

がかからないよう、恒久的に対応します。資金計画は全額自己資金で対処します。 

以上のことから、転用はやむを得ないと考えます。皆さんのご審議、よろしくお願 

いいたします。 

 

  会 長）次に、使用貸借設定の１番につきまして、説明をお願いいたします。 
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  事務局）２９ページをご覧ください。使用貸借権設定の１番です。貸付人、借受人、 

土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積につきましては、議案書記載のとお 

りです。転用者は個人で、畑一筆４９５㎡を使用貸借により個人住宅に転用する案 

件です。スクリーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊 

池市役所泗水支所から南東に約２.２㎞、県道熊本住吉線から西に約７００mの土地 

です。農地区分は、概ね１０ha 以上の規模の区域内にある農地であることから、第 

１種農地に該当します。こちらは、第１種農地の例外規定である集落接続に該当す 

るため転用可能です。以上です。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  工藤真理子委員）４番の工藤です。申請地は泗水支所より南東方向へ約２.２㎞、つき 

やま歯科のある交差点から南へ２００m程進んで西側にあります。４月７日に現地 

調査をしました。申請人さんは、現在賃貸マンションにお住まいで、住居状況は手 

狭であるため、戸建て住宅の取得を考えられました。申請地は実家の近くであり、 

親の所有地であるので、土地購入の費用も要らないことから選定されました。道路 

を挟んで東側が畑になっていますが、２ｍ程段上がりになっていますので、日照・ 

通風に影響はないと思われます。給排水は市の上下水道を利用し、雨水は浸透桝を 

設置し集水します。造成中は工場フェンスを設置し、周辺に迷惑のかからないよう 

留意し、完成後は境界にブロック積み及びフェンスを石膏し、土砂の流出を防止し 

ます。万一被害が発生した場合には、責任を持って対応しますとのことです。この 

ようなことから、転用はやむを得ないと思います。皆様のご審議、よろしくお願い 

いたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積 

   につきましては、議案書記載のとおりです。転用者は個人で、畑一筆２９７㎡に使 

   用貸借権を設定し、個人住宅に転用する案件です。スクリーンをご覧ください。申 

   請地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所泗水支所から北北東に約１.９㎞、 

国道号線から西に約３０mの土地です。農地区分は、２以上の埋設管・上下水道のあ 

る道路の沿道区域で、概ね５００m以内に入佐内科医院と田中医院がある農地であ 

ることから、第３種農地に該当します。以上です。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田博昭委員）９番の右田です。申請地は国道３８７号線沿い、城北自動車学校南の 

   泗水花房交番横から道反対西へ３０mの位置にある、第３種農地になります。借受 

人さんは、現在アパートに住んでおられますが、子供の成長に伴い手狭になりマイ 
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ホームの建築を計画されました。通勤に便利なところなど、条件を満たす土地を選 

定していたところ、妻の実家の道隣りで、義父所有の土地を分筆し貸してもらえる 

ことになりました。木造平屋建・個人住宅建築となります。計画概要は事務局案内 

のとおりです。給水・雑排水計画については、市の上下水道を利用します。雨水処 

理については、雨水浸透桝を数か所設置し、一か所は吸い込み桝を設置し、地内の 

処理を出来るだけ行い、オーバーフロー分は南側側溝に放流します。被害防除方法 

は、盛土と整地になりますが、工事の際は十分注意し施工します。もし被害等が発 

生した場合は、責任を持って対応します。完成後も同様で、責任を持って対応しま 

す。周りは義父所有の土地であり、境界からは離れており、近隣の農業に影響は少 

ないと思います。資金計画は、全額金融機関からの借り入れということで、問題は 

ないと思います。転用やむなしと考えます。皆さんのご審議、よろしくお願いいた 

します。 

 

会 長）農地法第５条の許可申請について、事務局と各担当委員さんからの説明が終 

   わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤でございます。２８ページの２番の件ですが、実測面積が 

あります。畑の面積よりも個人住宅の方がオーバーしているからでしょうか。 

 

  事務局）こちらにつきましては、大変申し訳ございません。実測面積が一部間違えて 

おりまして、３９７と示しておりますが、３９３になります。ただ、実測面積は若

干増えております。３９３.７１㎡。０.７１の誤差がございます。こちらの転用の 

概要が、備考欄に実測面積を示しておりますが、実際に農地転用の許可証を出され 

る場合は、登記簿面積でお出しします。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、許可相当と意見決定することにご異議がない委員 

   さんは、挙手をお願いいたします。 

 

        （ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可相当と決定いたします。 

次に、議案第７号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第７号／農用地利用集積計画（案）について、ご説明させていただき 

ます。３０ページをご覧ください。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 
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に基づき、別紙、農用地利用集積計画（案）につきまして、菊池市長から意見を求 

められましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただくものでござい 

ます。担当より、総括表（案）及び所有権移転の詳細につきまして説明いたします 

ので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）それでは、全体の説明が終わりましたら、所有権移転の１番について説明を 

お願いいたします。 

 

  事務局）３１ページをご覧ください。農用地利用集積計画総括表（案）です。今月の 

   利用権設定は、賃借権設定２５件、中間事業における賃借権設定２件、使用貸借権 

設定４件、所有権移転８件となっております。それでは所有権移転の各筆明細の説 

明に入ります。３３ページをご覧ください。１番です。所有権を移転する者、所有 

権の移転を受ける者、土地の所在地、現況地目、面積、売買価格については、議案 

書記載のとおりです。以上です。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  永田正一郎委員）７番の永田です。所有権を移転される方と移転を受ける方が隣同士 

になりますので、以前構造改善されておりました土地の筆の中にこの土地がありま 

して、移転を受ける方が移転される方に話をされまして、所有権を移転して今後の 

作業効率を上げたいということで、お互いの合意によって、このような所有権移転 

の申請になりました。移転を受けられる方は、水稲とゴボウを耕作されています。 

何ら問題ないと思います。 

 

  会 長）次に、２番について、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積につきましては、議案書記載のとおりです。こちらは贈与になりま 

す。以上です。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  楳田委員）５番の楳田です。所有権の移転をする方と所有権の移転を受ける方は、叔 

父と甥の関係です。現在は甥の方が作付けしておられます。叔父から甥への贈与で 

す。問題ないと思います。皆様のご審議をお願いします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 
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  事務局）３番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。所有権を移転する方は、営農を規模縮小するために農地 

を管理してもらえる方を探していたところ、今回の話がまとまったものです。所有 

権の移転を受ける方は、山鹿市鹿本町で酪農を経営されており、飼料作物を作付け 

されるということです。この方は、菊池市内の七城町にあと一筆畑を所有されてお 

りますが、余すことなく管理してあります。何ら問題ないと思います。皆様のご審 

議、よろしくお願いいたします。 

 

 会 長）次に、４番と５番は関連しますので、一括して説明をお願いいたします。 

 

  事務局）４番と５番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の 

所在地、現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番と５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。所有権を移転する方は農家ではないため、一筆だけ所有 

されていた農地の維持管理に困っていたところ、今回の話がまとまったものです。 

所有権移転を受ける方は、農地所有適格法人であり、主に水稲を作付けされており 

ます。何ら問題ないと思います。皆様のご審議、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、６番をお願いいたします。 

 

  事務局）６番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）６番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤です。所有権を移転する方は、県外にお住まいでご高齢で 

す。以前はお茶の栽培をされておりましたが、今は伸び放題で耕作放棄地みたいな 

状態です。今回、近くの養豚場の所有権移転を受ける方に買ってもらえないかと話 

を相談した結果、話がまとまりました。所有権を受ける方は、養豚業をされている 

認定農業者です。何ら問題はございません。ご審議の程、よろしくお願いします。 

野菜は、葉物野菜を作られるそうです。以前景観が悪かったので、四季の里に行く 

途中で、景観がいいようにやっていきたいということでした。よろしく審議の程、 

お願いいたします。 
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  会 長）次に、７番をお願いいたします。 

 

  事務局）７番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積、売買金額につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）７番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  水上委員）１６番の水上です。所有権を移転する人と所有権を受ける人は、同じ地域 

   で肥育をやっておられます。受ける人は先程２号議案でされた方で、移転をする方 

が病気のため、やむを得なく農業を依頼していくということでしたので、所有権を 

受ける人の牛舎のすぐ横なので、相互合意のもと話がまとまったそうです。何ら問 

題ないと思いますので、審議の程よろしくお願いします。 

 

  会 長）次に、８番をお願いいたします。 

 

  事務局）８番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積、売買金額につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）８番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田正臣委員）１０番の右田です。移転をする人と移転を受ける人の合意による売買 

   です。移転を受ける人は、〇〇〇〇〇を経営されていて、カラ芋を作付けされてい 

ます。何の問題もないと思います。 

 

  会 長）今回の計画は、ただ今説明がありました所有権移転８件のほか、賃貸借権設 

   ２５件、使用貸借権設定４件、中間管理事業２件です。しばらく時間をとりますの 

   で、内容をご確認していただきたいと思います。 

 

（ 議案内容の確認 ） 

 

  会 長）それでは、議案の確認をしていただいたと思います。何かお尋ねやご意見等 

がございましたら、お受けします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤でございます。３７ページの７番ですが、この方は新規就 

農ですので更新とございますが、新規の間違いじゃないでしょうか。 

 

  事務局）こちらの方が、土地に対しての新規・更新の別となっておりますので、ここ 

   の土地が他の方が借りられているところを解約されて、また、この息子さんと契約 

されているので、更新ということで載ってくる形になっております。 
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  会 長）合意解約のところで、新規就農のお父さんが借りておられて合意解約されて、 

今度、その息子さんが同じ方から借りられるということで、私は了解しております 

けども。 

 

  事務局）そうです。土地に対してが更新なのか、新しく貸し借りをされるのかでやっ 

ております。 

 

  工藤清子委員）新規就農者なので、備考欄に一筆書かれた方がよいのではないでしょ 

うか。 

 

  事務局）今言われたように、更新と新規の別が、今望月が言いましたように、その土 

地に対して初めて今度その土地が自作から小作に変わるかということで、一番最初 

に変わる時が新規で、それを今度別の人がされる場合というのは、その土地は一回 

自作地から借入地になっているので、２回目以降はどなたが借りられても更新とい 

う形で、今回の場合は親子間のものを合意解約されていますので、最初に契約され 

ていた時が新規で、今度合意解約をされて、次にたまたま新規就農でそこを父親の 

ものを解約されて、その土地を新規就農の方が新たに借り受けるということですが、 

土地は２回目の更新という形になるので、この場合は新規更新の考えになります。

また、先程ありました、備考欄に新規就農さんは新規就農ということで、当初、新 

規就農の認定というのは出てきますけど、書いた方がいいということであれば、分 

かりやすいように書くのは全然構わないと思いますので、今後そういったところは

備考欄の方に記載するようにしたいと思います。 

 

  坂田委員）８番の坂田です。２０番の件は自分の担当ですが、小作料が少し高いかと 

思いますが。 

 

  事務局）この賃借料が高いということでしょうか。反当りでこのように記載しており 

ますけれども。支所に確認しましたところ、田んぼになりますので、転作奨励金を 

そのままお渡しされるということで、この金額になっているそうです。こちらは、 

貸し手さんと借り手さんの双方合意のうえということで聞いております。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、原案のとおり承認することにご異議がない委員さ 

んは、挙手をお願いいたします。 

 

        （ 全員挙手 ） 
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  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、原案のとおり承認することに決 

定いたします。 

次に、議案８号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第８号／あっせん申出について、ご説明させていただきます。４４ペ 

ージをお開きください。農地移動適正化あっせん事業に基づく、あっせんの申し出 

が別紙のとおりありましたので、ご審議のうえ、その可否を決定していただき、併 

せましてあっせん委員を指名していただくものでございます。今回の案件は、売渡 

し２件となっております。４５ページをお開きください。１件目の『あっせん申出 

書』です。申請者の氏名・住所、売渡し希望農地の所在地等につきましては、表に 

記載のとおりでございます。売買希望金額は反当り１００万円となっております。 

位置図につきましては、４６ページと４７ページをご覧ください。あっせん委員に 

つきましては、売渡し・貸付希望農地の所在から鑑み、高木担当委員と角田担当推 

進委員にお願いしたいと考えております。４８ページをお開きください。２件目の 

『あっせん申出書』です。申請者の氏名・住所、売渡し希望農地の所在地等につき 

ましては、表に記載のとおりでございます。売買希望金額は反当り７０４,６３９円 

となっております。位置図につきましては、４９ページをご覧ください。あっせん 

委員につきましては、売渡し希望農地の所在から鑑み、守塚担当委員と田代担当推 

進委員にお願いしたいと考えております。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

会 長）あっせん申出について、事務局からの説明が終わりましたが、この件につき 

 まして何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見もないようですので、承認することにご異議ございませんか。意義の無 

   い方の挙手をお願いします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）全員挙手ですので「あっせん申出」につきましては、承認し、ただ今事務局 

から提案がありました、１件目は髙木委員と角田推進委員、２件目は守塚委員と田 

代推進委員をあっせん委員として指名することに決定いたします。 

次に、議案９号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）議案第９号／非農地通知について、ご説明させていただきます。５０ペー 

ジをご覧ください。農地・非農地の判断につきまして、ご審議のうえ、委員会の意 

見を決定していただくものでございます。今回の案件は３件となっております。 

５１ページをご覧ください。土地の所在地、登記地目、登記面積、所有者、現地確 
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認日、現地確認農業委員及び推進委員につきましては、表に記載のとおりです。位 

置図につきましては、５２ページと５３ページをご覧ください。当該地は、中山間 

地域にあり、山林に囲まれており、隣接している農地も永年耕作されておらず、山 

林化していることから、非農地とすることはやむを得ないものと思われます。ご審 

議の程、よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）非農地通知につきまして、事務局からの説明が終わりましたが、この件につ 

きまして何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見もないようですので、「非農地通知」につきまして、承認することにご異 

   議の無い委員さんの挙手をお願いいたします。 

 

        （ 全員挙手 ） 

 

  会 長）全員挙手ですので、承認することに決定いたします。 

次に、議案１０号を上程します。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

事務局長）議案第１０号／非農地証明願について ご説明させていただきます。５４ 

ページをご覧ください。非農地証明願が提出されましたので、ご審議のうえ、委員 

会の意見を決定していただき、『非農地証明書』を交付するものでございます。今回 

の案件は、２件となっております。５５ページをご覧ください。１件目の『非農地 

証明願』です。願出人の住所・氏名、土地の所在、地番、地目、面積、所有者につき 

ましては、記載のとおりです。位置図につきましては、５６ページをご覧ください。 

当該地は、長年耕作されておらず、山林化していることから、所有者の願出により 

非農地と証明するものです。なお、３月３０日に担当委員である丸山会長、外村担 

当推進委員と事務局で現地調査を行なっております。５７ページをご覧ください。 

２件目の『非農地証明願』です。願出人の住所・氏名、土地の所在、地番、地目、面 

積、所有者につきましては、記載のとおりです。位置図につきましては、５８ペー 

ジをご覧ください。当該地は、長年耕作されておらず、山林化していることから、 

所有者の願出により非農地と証明するものです。なお、３月３０日に守塚担当委員、 

田代担当推進委員と事務局で現地調査を行なっております。ご審議の程、よろしく 

お願いいたします。 

 

  会 長）非農地証明願について、事務局からの説明が終わりましたが、この件につき 

   まして何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

        （ 質問・意見なし ） 
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  会 長）意見もないようですので、交付することにご異議の無い委員さんの挙手をお 

願いいたします。 

 

        （ 全員挙手 ） 

 

  会 長）全員挙手ですので、交付することに決定いたします。 

次に、報告案件について、事務局より説明をお願いします。 

 

  事務局長）５９ページをお開きください。報告案件は「合意解約」についてのみとな 

っております。今回、農地法第１８条の規程による合意解約通知が９件あっており、 

詳細につきましては、６０ページから６３ページに記載のとおりでございます。以 

上、報告案件の説明とさせていただきます。 

 

  会 長）ただ今、事務局より報告案件について説明がございましたが、この件につき 

   まして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見もないようですので、以上のとおり「報告」とさせていただきます。 

  本日上程されました議案等に関する審議は全て終了しましたが、その他で何かご 

 質問やご意見等がございましたら、お受けいたします。 

それでは、私からいいですか。冒頭の挨拶で申し上げましたように、営農型太陽 

   光を先月許可を一応して県の方に挙げて、その後の流れがまた若干変わってきたと 

   いう風に申し上げました。その件につきまして、前事務局長の方から説明をお願い 

いたします。 

 

  前事務局長）今会長が申しましたように、十分ご審議をいただきまして、３月１０日 

に許可相当ということで決定をいただいて、３月２３日に県の審議会の方に挙げま 

して、そちらでも許可相当ということで許可証の交付を３月末に業者に行ったとこ 

ろでございます。まず、最初に３月１０日の審議の際に、いろいろ地元への説明が 

十分じゃないというようなことで、もう少し地元と話をするようにという意見がご 

ざいましたので、その後に会長の方から農業委員会として許可前に１０日の審議で 

委員さん方がそういったことのご意見があったということを、業者・申請者の方に 

も知らせるべきだということで、会長名で、審議については許可相当とはなりまし 

たけど、いろいろ委員さんからご意見があって、地元との話合いをもっと十分して 

くださいというようなことでご意見がありましたということで、文書で申請者の方 

に通知をいたしまして、一応地元と今後も協議をしていただきたいという説明を、 

４月１０日の委員会で委員さんに報告したいので、４月８日までにその後の地元と 

の話の経過を報告してくださいということで通知を差し上げまして、業者の方から 
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１回通知した後に窓口に来られましたので、今のような審議の内容をお話ししてご 

報告をお願いしたいということで、業者さんもわかりましたということで、区長さ 

んと再度その後にお話をされて、３月２１日付けで農業委員会宛に報告がございま 

した。その中で、向こうの方からの回答としては、地元から陳情書・反対の署名が 

出されたということについては、内容を教えてほしいということでしたので、その 

内容については、市に出ているので農業委員会の方ではないので、区長さんに直接 

確認をしてくださいということで、先程言いましたように区長さんのところに行か 

れて、その陳情書の内容については、区長さんから後日ＦＡＸで申請者に送られた 

ということです。その時の区長さんの話では、説明会・話し合いの場が新型コロナ 

の関係で区の方でも集会はしないようにしてるということで、しばらくは集会は開 

けないというということで区長さんとの間では、工事を着工するまでには話し合い 

の場をもつというようなことで区長さんと話があったというところです。その後、 

地元では、田中推進委員さんがニンチクがあったので、その時に農業委員会の方で 

は、３月１０日に農地法の観点から許可は相当で意見が決定されたというようなこ 

との報告をしたということで、それはあくまでも農地法に基づいて審議がされたと 

いうことで言ったと、田中推進委員さんから報告を受けております。その後、今言 

いましたように区長さんとの話で、コロナの関係ですぐには出来ないということで、 

その後は実際に集落への説明会は現在のところ出来ていないということです。今日 

聞いたところによると、１４日に業者が区長さんと話をするということで聞いてお 

ります。先程会長が言いました、一応許可証は交付したんですけれども、その許可 

証を交付の時に業者から、そこに文化財の調査を教育委員会で調査したところ、１ 

筆の中に２カ所程遺跡があるということが調査の中で分かったということで、教育 

委員会から、その部分については工法の転向、もともとの工法が杭を１ｍくらい打 

ち込んで支柱をする計画になっておりました。教育委員会としては、調査した遺跡 

が出るであろう場所は掘ってもらうと困る、杭を打ち込んでもらうと困るというこ 

とで、そこは打ち込まない工法に変更してくださいというようなことで、教育委員 

会から業者さんに通知がなされております。それがちょうど、許可証を交付する日 

に業者の方から文化財の関係で一部工法を変更しないといけなくなりましたという 

ことで聞きましたので、うちの方からは、それは一部でも工法変更になるので、当 

初の計画で許可証を交付したんですけれども、変更の手続きが必要になりますとい 

うことで業者さんに話をしまして、業者さんは変更の手続きは必要ないんですかと 

いう話でしたので、一旦こちらでもう一度検討して、県とも相談して回答しますと 

いうことで、その後すぐ県と確認をしましたところ、やはりこちらの考えどおり一 

部でも工法が変わるということであれば、計画変更の手続きが必要になりますとい 

うことになりましたので、その旨を業者にまた伝えて計画変更を出してくださいと 

いうようなことで、今言っているところです。今業者さんが計画変更の書類は作ら 

れていると思いますけど、変更の申請は今のところあがってきておりません。今後 

あがってきたら、計画変更ということで、また審議をいただくということになりま 

す。担当の永田委員さんと田中推進委員さんには事務局に来ていただいて、今のよ 
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うな経過の報告は城の方から、今言ったような内容を報告いたしております。です 

ので、それ以降の営農用の太陽光の経緯と計画変更がまた出てくるということで、 

また審議をお願いしたいというようなことになるということで、今後また５月なり 

６月になるのか、もう一度計画変更の承認申請が出てきます。それと、今聞いたと 

ころによると、そこがまた面積も増えるみたいですので、杭部分の面積が一部増え 

ますので、変更とその増えた分は新たな５条申請ということで、一応、計画変更と 

新たな申請で同時に審議をするというようなことになろうかと思います。そういう 

ところで、十分ご審議も２か月かけてして許可したところだったんですが、そうい 

ったことで計画変更がまた出て参りますので、その時は、またご審議をよろしくお 

願いしたいと思います。それともう一つ、何でここら辺が教育委員会と農業委員会 

との連携というか、文化財の調査関係で情報の交換がなされてなかったので、教育 

委員会からうちに直接そこを調査して出ましたというのが、業者が通知を見てうち 

の方がわかったということで、これについては庁内の横の連携がなっていなかった 

ということで、会長からのご指摘を受けて、まさにその通りで、そういうところで 

文化財の調査については、それが原因じゃないんですと、お配りしております今度 

の４月の広報の農業委員会だよりに、文化財の調査については農地転用の一時転用 

の許可とかそういう申請が必要ですという周知をしているところです。今後、文化 

財については、窓口でも確認してくださいというのと、教育委員会との連携は文書 

なり直接とって、今回のようなことがないような体制は作りたいと思います。併せ 

て環境課とかも他の部署でも開発絡みのやつはいろいろなところで許認可が要りま 

すので、そういう時には連携をとっていくように、新体制になりましたので、そち 

らの方は引き継ぎをしてやっていきたいという風に思っております。長くなりまし 

たが、以上が営農用太陽光の許可した案件ですが、その後の状況ということでご報 

告させていただきます。 

 

  会 長）今、前事務局長が言われましたが、３月３０日の議案検討会でも取り上げて 

審議したと思います。私たちがその時に申したのは、当初の計画から事業計画が変 

更になるということであれば、当初の説明をした住民の方にはきちんとその変更の 

説明が必要ではないですかということは、申し上げたと思います。ただ、今の話を 

聞いていると、そっちの方の話はなくて、その事業計画の業者さんの方の書類はあ 

がってきます、また審議をしてくださいということになれば、地元の意見を全く無 

視した農業委員会になるのではないかと思って、その時もかなり検討委員会に出た 

委員さんからも厳しい意見が出て、やはり地元と話し合いをした後に申請をしてい 

ただくように努力をしてくださいということでお願いしたと思っておりますので、 

そこら辺りは業者さんからあがってくる前には地元の意向というのは、きちんと出 

してもらって審議をするような形にしていただくならと、私は思っております。 

 

  前事務局長）すみません。今のところは、私も先程そのことに触れませんでしたけれ 

ども、先程言いました１４日に区長さんと話をするというようなことで、私も今日 
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聞いたばかりですが、その時に１４日に業者さんから新区長さんの方に話に行かれ 

るということで聞いております。新区長さんも計画の内容がよく分からなかったと 

いうことで、事務局に田中推進委員と区長さんとお見えになったということで、私 

がおりませんでしたので、城と高山補佐の方で対応したということです。それで、 

１４日にお話に行かれるということですので、会長が今言われたようにその時に十 

分計画の内容を説明して、地元の理解は得ていただきたいということで、業者さん 

にはこちらの方から言いたいと思います。 

 

  会 長）今事務局から太陽光の経過報告がございましたが、何かお尋ねがございまし 

たら、お受けいたします。 

 

  永田正一郎委員）永田です。文化財があるということが分かったそうですが、それが 

あった場合でも設置していい訳ですか。ただ計画を変更して補強とかそういうこと 

が出来れば、また同じところに太陽光を設置してもいいということですか。文化財 

が壊さないといったらなんですが。 

 

  事務局）文化財につきましては、あった場合は、そこに設置は出来ないのかというこ 

   となんですけれども、そちらにつきましては、もし設置が出来ない場合は、生涯学 

   習課の方から設置は出来ないという風に恐らく指導があってると思います。しかし、 

   そういうのがなかったということは、今回で言えば１０㎝掘り下げても今回は遺跡 

   には影響は出ないだろうということで、１０㎝コンクリートを掘り下げて設置する 

というような形、遺跡に影響が出ないような形で設置するということで、事務局も 

伺っております。なので、文化財については、設置は出来ないということはないか 

なとは思います。以上です。 

 

  永田正一郎委員）文化財に損傷は与えないかは、土中のことですので分かりませんけ 

   れど、それなりに杭が深く入らないならば設置できるという説明ですよね。申請が 

   あがってこないと、どのような設置方法になるのか分かりませんけれど、変更され 

た場合、この前から審議しておりましたように、想定外の被害がありました時に、 

やはりパネルが飛んで被害を与えないかとか、そういう設置の耐強性・強化策を私 

の方では重要視しておりましたが、農業委員会ではそういうのは審議しなくていい 

ということになって、ゆくゆくは農地関係でこの申告を認めるようになりましたが、 

やはりそういう設置の強化・太陽光のパネルの強度とかそういうのを審議しなくて 

はいけないと思いますので、農業委員会にあがる前に、どういう場面になるか分か 

りませんが、もっと審議するようにやってもらえばと思いますので、事務局として 

も受理しないように、まず、この農業委員会のこの会議の場面に持ってこないよう 

な方向で十分にそちらの方でやってもらって、こっちで設置するなら設置すると変 

更の書類・書面を出してほしいと思います。 
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  事務局）今言われました強度関係とかその辺になると専門的なことになりますので、 

この前の日照・通風と同じように、やはりそれが大丈夫なのかという根拠は当然資 

料を添付してもらってする必要がありますので、そこはやっぱり書類申請の段階で 

こちらの方も設計基準に基づいて作られるとは思いますが、そのあたりの根拠も農 

業委員さんに説明できるような資料は求めるべきかなというのは思います。まず、 

教育委員会の方が、それで工法変更の通知を出していますので、工法変更の方は、 

教育委員会が確認が出来ない間はうちの方は当然受け付けは出来ないということに 

なるかと思いますので、そこは、その後教育委員会が工法変更を認めるか認めない 

かを確認しながら、うちは許可が出ないと審議のしようがありませんので、そのあ 

たりは気を付けて申請の受付けはやっていくならと思います。そこはまた、地元の 

永田委員さんに相談もさせていただくこともあろうかと思いますので、その辺は委 

員さんも一緒に行っていただくならと事務局も思っておりますので、よろしくお願 

いいたします。 

 

  永田正一郎委員）文化財がそこにあるということは事前に分かってなかったんでしょ 

うか。分かってなかったからこの申請になったんだろうとは思いますけれども。教 

育委員会の文化財の発掘は、農業委員会が許可した後に調べられたんですか。 

 

  事務局）今のところは確認していませんので、農業委員会としては文化財の方は業者 

からの申告で分かったのが最近だったものですから、そこはまた教育委員会の方に 

確認します。今言われたどこが包蔵地かというのは、あるだろうという区域が設定 

されていますが、教育委員会の方にそういった地図があれば、こちらもそれを貰っ 

ておけば、ある程度この辺の農地は気を付けておかないといけないとか、教育委員 

会の方に問い合わせましたが、県が出している文化財包蔵地の地図はあるというこ 

とですが、具体的なことは聞いてくださいということですので。 

 

  永田正一郎委員）教育委員会は、なぜ農業委員会が審議した後に見つけ出したのかと 

   いうことなんですよね。そこにあるということが何年か前から分かっていれば、農 

   業委員会の前に農政課の方から、あの地帯は文化財があるからこういうものは造る 

ことは出来ないと言うべきだという認識です。なんでここで教育委員会が出てきた 

のかということですよね。 

 

  事務局）埋蔵文化財については、広報にも簡単に載せてますが、先程言ったように包 

蔵地が決まっていて、そこを開発する時には、まず最初に教育委員会に届出が必要 

ということになっているみたいです。ですので、まずは業者さんが文化財について 

は教育委員会の方に当然問い合わせてするということで、届け出が必要ということ 

で教育委員会からも聞いていますので、併せて、その時に試掘の調査とかする場合 

は、農地の場合は一時転用の許可が必要ですというのを、今回広報に載せて周知を 

図ります。 
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  永田正一郎委員）なら、文化財があるだろうというのは、業者も知っていたというこ 

   とですか。 

 

  事務局）そのあたりは業者でないと分からないんですが、聞くところによると、普通 

は建築確認では必ず埋蔵文化財の調査は必要、建築確認の書類の中で該当するのか 

しないのかは聞いているんですが、今までは受付け段階で確認していなかったので、 

今後はまず申請・相談に来られた時に、この場合は教育委員会に行って確認してい 

ただいて、うちが受け付ける段階では、そこが埋蔵文化財の包蔵地なのかどうかの 

聞き取りをしていくように引き継ぎたいと思っております。今のところ、業者さん 

が知っていたかどうかは、うちの方では分かりません。 

 

  会 長）もう皆さん大体勘付いてるとは思いますが、行政間のつながりというのが全 

くなくて、部署ごとのやり方というような感じで、市の窓口は今環境課さんの方が 

まず第一にこういった太陽光あたりは相談に来られるということで、そこらあたり 

を考えるとやはりこの太陽光というのは、かなり前からいろいろ問題が生じており 

まして、農業委員会と環境課とも私も半日くらい費やして協議したんですけれども、 

そういった経緯が全く活かされていなくて、今回の埋蔵物あたりも市独自ででもこ 

ういったことがあるということを前提に、今度からはどこの部署に行ってもこうい 

ったことの手続きは必要ですというような流れが出来るように、事務局さんの方か 

ら各部署に連絡等、またそういった協議の場を作っていただいて、二度とこのよう 

なことが起きないようにお願いするしかないという風に思っておりますので、よろ 

しくお願いいたします。 

 

  緒方哲郎委員）６番の緒方です。今月の５条の中の転用でご説明させていただいた案 

件なんですけれども、現地確認の時の状況で先程説明しましたように三方が畑でし 

たので、説明しに来られた方に、農地でもあるし接続地の承認をお願いしますとい 

うようなことでお願いをしましたところ、そういうのは添付書類の中で必要ない、 

もし、その三方の中の１人でも反対されたら、これが出来ないじゃないか、という 

お返事をいただきました。後で丸山会長の方がお話をされたので、とってこられた 

とは思うのですが、今日の総会の中で説明された中にも、隣接の同意をされており 

ますと説明された方もおられましたし、排水同意の方も取られたと説明をされた委 

員さんもおられました。その辺の統一性が全然なされていない中で、事務局の方に 

言わせると、そういうのは必要ありませんというお話であるんですよね。今の太陽 

光の業者さんも一緒なんですが、農地法をうまく利用されて、私たち農業委員会の 

方が農地法に規制されて何もできないような状況になっているような気がしてるの 

ですが。両方とも承諾というのは、私的には必要だと思うのですが、例えば市とし 

てというのは出来ないのですか。県では特に農地法の中では必要ないと謳われてい 

るから取らなくていいと、法的に詳しい方ならば、そうやってどんどん来られると 

思うので、私たちからすると必要な部分と思うのですが、その辺はどうですか。 
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  会 長）私もあの時思ったのですが、申請される方は申請だけのことを考えて、残っ 

た農地のことは全く考えないような状況と思いました。それで個人住宅あたりが建 

っていくのはいいと思いますけど、残った農地はだんだん狭くなって、今度は耕作 

も何も出来ないような状況になっていくので、やはり、そこは私個人としては隣接 

地の同意は必要と思っております。そこは前事務局長、どう思われますか。 

 

  前事務局長）隣接同意については、全然要らないということではありませんので、う 

   ちの方もそういった言い方はしてなかったと思います。国が言っているのは一律に 

は求めるなという指導をしているところです。当然、支障があると思われるなら、 

取っていただかないと、と思います。あと、スタンスとしてお願いはしています。 

何をするにしても、隣接との境界立ち合いから入っていくと思います。ですので、 

そういう時には隣接の方がいらっしゃるので、その時に十分事業の計画の説明とか 

もされて、今のところ一律に同意書は求めてないけれども、出来るなら同意書の方 

もというお願いはしています。先程言ったように、申請者として事業の説明は勝手 

には出来ないので、隣接には当然する必要はありますので、お願いは原則的にはし 

た方がいいのかなと思います。地元の農業委員も同意書があれば、委員会の説明の 

中でも出来ますので、一律に強制は出来ないですが、お願いをして隣接の農地の承 

諾は、添付書類のお願いの中には入れていていいと思います。どうしても出ない場 

合は、実際の案件で本当に影響かあるかどうか、最終的には客観的に農業委員会の 

方で判断する必要があると思います。出来るだけお願いが出来ればとは、私個人的 

には思っております。 

 

  緒方哲郎委員）今説明されましたけれども、今回、私の方からそういう感じで説明さ 

れていますか、取っていただけますかとお尋ねしたところ、そういうのは必要ない 

でしょ。何かあった時には、同意がないと出来ないじゃないかというお返事だった 

ものですから。今回は、会長の方からお話をしていただいたので出てるんですが、 

もしもその時出なかった時には、この総会の中で担当委員さんの方がそういうこと 

で説明して審議ということでいいですか。でも、出てないからダメというと、また、 

農地法の中で自分たちが規制されているような感じになってしまうので、こういう 

のは、みんな共有の考えで、こっちから変えるなら変えていくようにもっていく方 

がいいんじゃないかなと思います。 

 

  事務局）それぞれの農業委員会でやはり違うところもありますので、今緒方委員が言 

われたように、そこはうちの委員会の中でこういったことで行こうということであ 

れば、そこはそれでいいんだろうなとは思います。国はあくまでも一律に取るなと 

いうことですので、うちはそれを解釈して、一律には取りませんというようなこと 

でやっていけばいいのかなと思います。そこは、今後事務局内でも検討が必要だろ 

うとは思いますけれども、緒方委員が言われるように、そのあたりは委員会独自で 

ある程度その辺の線引きはしていいのかなと個人的には思います。 
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  会 長）緒方委員、先程言いましたように、私たちは残った農地も守っていかなけれ 

ばいけないので、新しい事務局長さんあたりとそこはきちんとして、申請に来られ 

た場合には、極力お願いして窓口を通ってくださいということでお願いをしていき 

たいと思っております。 

 

  会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

会 長）ご質問やご意見もないようですので、これをもちまして「令和２年第４回菊 

 池市農業委員会会議」を閉会いたします。お疲れさまでした。 
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